
65歳以上の方の
介護保険料
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052-689-2261

階
別
に
保
険
料
を
決
定
し
ま
す
。

詳
細
は
７
月
中
旬
に
送
付
す
る

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
で

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

賦
課
期
日
は

毎
年
４
月
１
日
で
す

　
４
月
１
日
以
降
、
新
た
に
被

保
険
者
資
格
を
取
得
し
た
方
は
、

資
格
を
取
得
し
た
月
（
65
歳
以

上
で
新
た
に
住
民
と
な
っ
た
方

は
、
住
民
と
な
っ
た
日
の
属
す

る
月
、
４
月
２
日
以
降
に
65
歳

に
到
達
す
る
方
は
誕
生
日
の
前

　
本
人
や
家
族
が
抱
え
る
介
護

の
不
安
や
負
担
を
社
会
全
体
で

支
え
合
う
た
め
の
社
会
保
障
制

度
で
す
。
40
～
64
歳
の
方
は
、

国
民
健
康
保
険
税
や
職
場
の
医

療
保
険
料
と
合
わ
せ
て
納
付
し

ま
す
が
、
65
歳
以
上
の
方
は
、

知
多
北
部
広
域
連
合
に
納
付
し

ま
す
。介

護
保
険
料
の
額

　

保
険
料
基
準
額
（
７
万

５
３
９
６
円
）を
基
準
に
し
て
、

前
年
所
得
等
に
基
づ
き
所
得
段

日
の
属
す
る
月
）
か
ら
保
険
料

の
賦
課
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

負
担
割
合
証

　
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に

か
か
っ
た
費
用
の
う
ち
、
自
己

負
担
分
（
所
得
金
額
な
ど
に
応

じ
て
１
～
３
割
）
を
お
支
払
い

い
た
だ
き
ま
す
。
要
介
護
・
要

支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
全

員
に
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
た

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」を
送

付
い
た
し
ま
す
の
で
、
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
さ
れ
る
方
は
、
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

高
額
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
の
申
請

　
同
じ
月
に
利
用
し
た
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
を

合
算
（
同
じ
世
帯
内
に
複
数
の

利
用
者
が
い
る
場
合
に
は
世
帯

合
算
）
し
、
上
限
額
を
超
え
た

と
き
は
、
申
請
に
よ
り
超
え
た

分
が「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」

と
し
て
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

減
免
制
度
の

利
用
は
相
談
を

●
対
象

①
表
１
中
、減
免
の
対
象
要
件
の

す
べ
て
の
項
目
に
該
当
す
る
方

（
生
活
保
護
受
給
者
を
除
く
）

▼
申
請
方
法　
申
請
書
を
町
ふ

く
し
課
ま
た
は
知
多
北
部
広

域
連
合
へ

②
主
た
る
生
計
維
持
者
の
減
収

や
災
害
な
ど
で
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
方

▼
問
い
合
わ
せ
先
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

※４月以降に65歳になった方や転入した方などで６、８、10、12、
２月の各１日時点の状況で年金保険者（日本年金機構など）から
連絡のあった方は約６か月後の年金から天引きされます。

※特別徴収対象年金は、老齢（退職）年金、障害年金および遺族年金
です。

※普通徴収の方が納付書で納付できる場所は、納付書裏面をご確
認ください。

保険料の
所得段階

利用者
負担額の
減免割合

対象要件

第１
段階 ４分の３

・世帯の年間合計収入が98万円（世
帯員２人の場合は32万円加算した
額、以後世帯員が１人増えるごとに
32万円加算した額）以下の方

※年金なども含む
・市町村民税の課税者に扶養されて

いない方（同一生計方を含む）
・世帯の預貯金額の合計が350万円
（世帯員２人の場合は100万円加算
した額、以後世帯員が１人増えるご
とに100万円加算した額）以下の方

・介護保険料を滞納していない方

第２
段階

２分の１
第３
段階

表１　減免の対象要件

●問い合わせ

納付方法 納付時期（年６回に分けて納付）

①
特別徴収

仮徴収（仮算定された
額を天引き）

本徴収（仮徴収した保
険料と確定した保険
料との差額を天引き）

４月済、６月済、８月 10月、12月、令和9年２月

②
普通徴収

（納期限）

第１期分 ７月31日 第４期分 11月２日

第２期分 ８月31日 第５期分 12月25日

第３期分 ９月30日 第６期分 令和９年
３月１日

①年金からの天引き（特別徴収）
②納付書による納付（普通徴収）
③口座振替（普通徴収）

年６回に分けて保険料を納付します。８月年金も仮徴収として介
護保険料の天引きをしますが、10月以降の年金で、仮徴収した保
険料と確定した保険料との差額を天引き（本徴収）して調整します。

納付方法
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